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養護老人ホーム 指月苑 
（外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護）          

重要事項説明書 

 

 当施設は介護保険の指定を受けています。（鹿児島県指定 第 4670201179 号） 

  ご利用者に対し、養護老人ホームが指定を受けて行う外部サービス利用型特定施設入居者生活

介護を提供します。 

 施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことなどについてご説明

します。 

 

１． 事業所の名称等 

事 業 所 名 称 外部サービス利用型（介護予防）特定施設入居者生活 

利 用 定 員 55 名 

事 業 所 の 所 在 地 〒895-1203 鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野 3003 番地 

代 表 者 氏 名 
社会福祉法人 市比野福祉会 

理事長 鉾之原 律子 

管 理 者 氏 名 堂免 謙二郎 

T E L ・ F A X 番 号 
TEL：0996-38-1500 

FAX：0996-38-1511 

事 業 開 始 年 月 日 平成 18 年 10 月 1 日 

 

（１）運営の方針   事業所は、外部サービス利用型特定施設入居者生活の提供に当たって特

定サービス計画に基づき、事業所が委託する指定居宅サービス事業者

（以下「受託委託サービス事業者」という。）による受託居宅サービス

を適切かつ円滑に提供する事により、利用者が要介護状態になった場合

でも、事業所において利用者の有する能力に応じて、自立した生活を営

むことができるようにします。 

   

２．職員体制 

職種 人員 

１．管理者 1 名  （常勤） 

２．生活相談員 1 名以上（常勤） 

３．介護職員 5 名以上（常勤換算） 

４．計画作成担当者 1 名以上（常勤） 
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３．サービスの内容 

（１）基本サービス 

   ①特定施設サービス計画の立案 

    事業者は次の各号に定める事項を計画作成担当者が行います。 

ア．介護保険法令に従い、利用者について、解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏ま

えた上で、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護サービスに係る目標及びそ

の達成時期、サービス内容、サービスを提供する上で留意点を盛り込んだ特定施設サー

ビス計画を作成し、利用者へ説明後同意を得ます。 

  イ．外部サービス計画書を利用者に交付し、計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必

要な支援を行います。 

  ウ．特定施設サービス計画は必要に応じ、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要

のある場合には、特定サービス計画の変更を行います。 

   ②利用者の安否確認 

    事業者の従業者により、利用者の日常の心身の状況、生活状況を常に気配りいたします。 

   ③生活相談等 

    生活相談員をはじめ従業者が、日常生活に関すること等の相談に応じます。 

（２）受託居宅サービス 

    特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、療養、その

他日常生活上の支援について、下記サービスにつき事業所が委託する指定居宅サービス

事業者により提供します。 

指定訪問介護 ： 指月苑ホームヘルパーステーション 

          鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野３００３番地 

指定訪問看護 ： 訪問看護ステーション こんにちわ 

          鹿児島県薩摩川内市天辰町１５１２番地１ 

指定通所介護 ： 翠泉苑デイサービスセンター 

          鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野３２００番地１１８ 

             仁合院デイサービスセンター 

          鹿児島県薩摩川内市田崎町６３０番地３ 

指定通所リハビリテーション 

             介護老人保健施設グラン・ベリテひわき 

              鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野２９９５番地 

指定訪問リハビリテーション 

             介護老人保健施設グラン・ベリテひわき 

              鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野２９９５番地 
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指定認知症対応型通所介護 

             認知症デイサービス風楽の家 

              鹿児島県薩摩川内市田崎町６３０番地１８ 

（３）設備の使用、手続き並びに介護サービス等 

① 居室 

     当施設の居室は 2 人部屋及び個室です。入所後、利用者の状況に応じて居室変更する 

ことがあります。 

○居室移動に関する事項 

ア．利用者からの居室の変更希望の申出があった場合には、居室の利用状況により事 

業者でその可否を決定します。 

イ． 利用者の心身の状況等により居室を変更する必要があると思われる場合には、事 

業者より利用者へその旨申し入れることとします。 

② 食事 

     朝食   ７：３０～ 

     昼食  １２：００～ 

     夕食  １７：３０～ 

    ・食事は利用者の摂取状況に合わせて調理いたします。 

    ・医師の指示による食事の提供を行います。 

    ・食事介助は、原則として、特定施設サービス計画に沿って受託居宅サービスにて対応

します。 

③ 入浴介助は、原則として、特定施設サービス計画に沿って受託居宅サービスにて対応

します。 

④ その他日常生活上の排せつ、更衣、体位交換、シーツ交換等環境整備、施設内の移動

の付き添い等の介助は、原則として、特定施設サービス計画に沿って受託居宅サービ

スにて対応します。 

⑤ 機能訓練は、日常生活動作の維持または向上を日頃の生活の中で実施します。必要に

応じて、特定施設サービス計画に沿って受託居宅サービスにて対応します。 

⑥ 健康管理 

      ご利用開始後、健康状態を把握するため、協力病院への外来をいたします。また、施

設において協力病院の嘱託医による診察や健康相談サービスを受けることができます。 

なお、嘱託医以外への外来は原則として、ご家族に実施していただきます。 

 （４）その他のサービス 

     ・レクリエーション及びクラブ活動 

年間を通じて利用者の交流会等の行事を行います。行事・活動によっては別途参加費

がかかるものもございます。 
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４．利用料金 

（１）【介護保険給付対象のサービス】 

     別紙料金表のとおりとします。 

（２）【介護保険給付対象外のサービス（その他自己負担となるもの）】 

ア． ケアプランに定める回数を超えての介護サービスの利用 

イ． おむつ代 

イ．協力病院以外で、遠方の医療機関への通院に要する費用 

ウ．その他実費 

・医療費（お薬代含） 

・理美容代 

    エ．記録等の複写物に関する費用 

      サービス提供に関する記録の複写物に関する実費額は１複写につき１０円 

    オ．その他日常生活費のうち、利用者が負担することが適当であるもの 

（３）支払方法 

利用者は、当月請求額を毎翌月２０日までに銀行振替または現金にてお支払いいただきま

す。（金融機関が休業日の場合は、翌営業日となります。） 

５．サービスご利用に関する留意事項 

（１）施設・設備の利用上の注意義務等 

① 施設の施設、設備、敷地は、その本来の用途に従って利用して下さい。 

② ご利用者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められ

る場合には、事業者及びサービス従事者がご利用者の居室内に立ち入り、必要

な措置をとることを認めるものとします。 

③ 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を 

滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、ご利用者に自己負担により原状に

修復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

（２）施設内禁止行為 

① ケンカ、口論、泥酔、薬物乱用等他人に迷惑をかけること。 

② 政治活動、営利活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の

自由を侵害したり、他人に迷惑を及ぼすこと。 

③ 決められた場所以外での喫煙。 

④ 指定した場所以外で火気を用い、又は自炊すること。 

⑤ 施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。 

⑥ 故意又は無断で、設備もしくは備品に損害を与え、又はこれらを施設外

に持ち出すこと。  
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６．協力医療機関等 

事業者は、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等に

は、速やかに対応をお願いするようにしています。 

・協力医療機関 

名称 卓翔会記念病院 

住所 薩摩川内市天辰町1512番地1 

連絡先 ０９９６－２９－５９００ 

 

・協力歯科医療機関 

名称 しげなが歯科医院 

住所 薩摩川内市平佐町1丁目135 

連絡先 ０９９６－２１－１８５７ 

 

◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

７. 事故発生時の対応について 

        施設は、ご利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、

ご利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、事故の状況及び事故

に際して採った処置について記録します。 

８．損害賠償について 

（１）施設において、事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は速

やかにその損害を賠償いたします。 

   ただし、その損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められる場合には、

ご利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、事業者の損

害賠償責任を減じる場合があります。 

（２）事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とり 

わけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。  

① ご利用者（その家族、身元引受人等も含む）が、契約締結に際し、ご利用者の状 

況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行  

ったことに専ら起因して損害が発生した場合 

 ② ご利用者（その家族、身元引受人等も含む）がサービスの実施に当たって必要 

な事項に関する聴取・確認に対して、故意にこれを告げず、又は不実の告知を 

行ったことに専ら起因して損害が発生した場合。 
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③ ご利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない

事由に専ら起因して損害が発生した場合 

  ④ ご利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示等に反して行った行為に専

ら起因して損害が発生した場合 

９．サービス内容に関する相談苦情 

（１）当事業所における相談・苦情等の受付け窓口 

担当者 米丸 英樹   （生活相談員） （０９９６）３８－１５００ 

責任者 堂免 謙二郎 （施設長・管理者） （０９９６）３８－１５００ 

受付時間 ９：００～１７：００  

   ※相談・苦情受付ボックスを玄関に設置しています。 

（２）第三者委員 

上川路 長生 公認会計士 （０９９）２５２－７０７０ 

津曲 義人 監事 （０９０）４１７６－４０６６ 

 

苦情の受付窓口は、上記受付担当者となります。 

   また、第三者委員も直接、苦情を受け付けることができます。第三者委員は苦情解決を円

滑に図るため、双方の助言や話し合いへの立会いなども致します。 

   苦情解決責任者は、苦情の申し出をされた方と話し合いによって、円滑な解決に努めます。 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

薩摩川内市役所 

高齢・介護福祉課 

所在地  鹿児島県薩摩川内市神田町３番２２号 

電話番号 （０９９６）２３－５１１１ 

受付時間  ８：３０～１７：１５ 

県国民健康保険団体連合会 

所在地  鹿児島市鴨池新町６番６号 

電話番号 （０９９）２１３－５１２２ 

受付時間  ９：００～１７：００ 

鹿児島県社会福祉協議会 

（福祉サービス運営 

適正化委員会） 

所在地  鹿児島市鴨池新町１番７号 

（県社会福祉センター内） 

電話番号 （０９９）２８６－２２００ 

受付時間  ９：００～１６：００ 
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１０．身体的拘束等について 

（１）施設のサービス提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限

する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行いません。 

（２）施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、拘束の必要な理由、その態様及び 

時間、特記すべき心身の状況及び拘束開始及び解除の予定等を説明・記録し家族等

の同意を得ます。 

（３）身体的拘束適正化検討委員会を設置し、身体拘束廃止に関する指針（マニュアル）を作

成し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に開催します。また、新規採用時に

は必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施します。 

１１．虐待防止に関する事項について 

（１）施設は、当該入所者又は他の入所者等の人権の擁護・虐待の発生又はその際発を防

止するため次の措置を講じます。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会を設定し、定期的に開催するとともに

介護職員その他の職員にその内容について周知徹底を行います。また、その責

任者は管理者とします。 

② 虐待防止の指針を整備し、必要に応じ見直しを行います。 

③ 介護職員その他の職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

④ 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村等

関係機関に報告を行い、事実確認のために協力する。また、当該事案の発生の

原因と再発防止策について速やかに委員会にて協議し、その内容について、職

員に周知するとともに、市町村等関係者に報告を行い、再発防止に努めます。 

⑤ 上記の措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

１２．個人情報の保護及び個人情報提供の同意について 

   当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外

の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者

又はその代理人の了解を得ることとします。 

なお、サービス担当者会議等において、また円滑な退所のための援助を行う等正当な理由

がある場合、居宅介護支援事業者等に対して入所者及びご利用者の家族等に関する個人情

報を提供することができるものとします。 

１３．非常災害対策 

   非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を

密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基づき、年２回

利用者及び従業者等の訓練を行います。 
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令和  年  月  日 

 

 当事業所の外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護にあたり、利用者に対して契約書 

並びに契約書別紙および本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。 

 

「事業者」 

 

     住 所   鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野３００３番地 

  

     名 称   社会福祉法人 市比野福祉会 

            外部サービス利用型指定特定施設  指月苑 

 

     説明者   職名 生活相談員   氏名            印 

 

「利用者」 

 

     住 所                        

 

     氏 名                          印  

 

 

「保証人」 

 

     住 所                                  

 

     氏 名                          印 

 

     契約者との関係                    



1 

 

  

 

 

4670201179  

  

 

 

 

  

  

 55  

 895-1203 3003  

 
 

 

  

T E L F A X  
TEL 0996-38-1500 

FAX 0996-38-1511 

 18 10 1  
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